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金額は、組合員一人平均。（ ）内は昨年実績（連合北海道・妥結情報／石狩地域抜粋） 

 2026春季生活闘争は3月17日（火）から先行組合の回答が集中する最大のヤマ場を迎え、 

北海道でも各組合より妥結報告がありました。 

 3月末までの回答ゾーンの交渉結果が、その後の地場組合の交渉を牽引することから、大手組合の

大幅な引き上げの流れが中小・地場組合に波及し、格差是正につながるよう引き続き構成組織と連携

しながら支援態勢を強化します。 

【全国ユニオン】 

北海道建設国民健康保険組合職員労働組合  

 □月例賃金   総額14,264 円5.13％ 

うちベア11,864 円4.27％ 

【ＪＲ総連】 

ＪＲ北海道労組   

□月例賃金   総額12,973円4.52％（総額10,913円3.92％） 

うちベア7,000 円 

【ＪＲ連合】 

ＪＲ北労組   

□月例賃金   総額12,973円4.52％（総額10,913円3.92％） 

うちベア7,000 円 

 

 
 

 

 

2026 春季生活闘争 要求集計結果について 
 連合本部は３月2日（月）時点で、２０２6春季生活闘争の要求集計を行いました。 
〇 要求提出済み組合は3,584組合、うち月例賃金改善（定昇維持含む）を要求した組合は2,618組合。 

〇 平均賃金方式で賃金引き上げを要求した2,508組合（昨年同時期比431組合減）の平均は19,506

円・5.94％（加重平均）であった。（同262 円増・0.15pt 減）。300 人未満の中小組合（1,525 組

合）は18,548円・6.64%と昨年を上回り、（同881円増・0.07pt増）、規模計の上げ幅も上回った。 

  うち、賃上げ分が明確にわかる2,161組合の賃上げ分の要求は14,438円・4.37％（同155

円増・0.14pt 減）、中小組合では 14,464 円・5.12％（同 879 円増・0.11pt 増）となってい

る。 

〇 有期・短時間。契約等労働者の賃上げ要求率は、7.60％（時給・過重平均）であった。 


